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情報公開・個人情報保護審査会第４部会開催記録 

 

１ 日時  令和３年１０月７日（木）１４：００～１６：３０ 

２ 場所  情報公開・個人情報保護審査会第１会議室 

３ 出席者 小林昭彦部会長，塩入みほも委員（Ｗｅｂ会議システムによる出席），

常岡孝好委員（Ｗｅｂ会議システムによる出席） 

４ 議事の項目等 

（１）事件名：令和３年（行情）諮問第３９１号「銀行口座等の旧姓使用について

業界団体等から収受した文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：金融庁長官 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（２）事件名：令和２年（行個）諮問第７０号「本人に係る税務調査の調査経過記

録書等の不訂正決定に関する件」 

諮問庁：国税庁長官 

調査審議の内容：上記諮問事件につき審議 

（３）事件名：令和２年（行個）諮問第１９２号「本人に対する懲戒処分に係る認

定理由書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（４）事件名：令和２年（行情）諮問第６３３号「元特定役職の職員が現在在職す

る部局の事務分掌表の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（５）事件名：令和２年（行情）諮問第６４３号「特定課室特定班の所掌事務等が

分かる文書の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（６）事件名：令和２年（行情）諮問第６４６号「特定職員が現在在職する部局の

事務分掌表の不開示決定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記諮問事件につき調査審議 

（７）事件名：令和３年（行情）諮問第７９号「ＯＩＥ連絡協議会のメンバーの選

定・決定プロセスが分かる文書の不開示決定（存否応答拒否）に関

する件」 

諮問庁：農林水産大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 
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（８）事件名：令和３年（行情）諮問第８０号「特定元農林水産大臣等と特定会社

等との面会記録等の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

諮問庁：農林水産大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（９）事件名：令和３年（行情）諮問第８１号「特定元農林水産大臣と特定業界関

係者との接見録等の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

諮問庁：農林水産大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（10）事件名：令和３年（行情）諮問第８２号「特定元農林水産大臣と特定業界関

係者との接見録等の不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

諮問庁：農林水産大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（11）事件名：令和３年（行情）諮問第８３号「特定元農林水産大臣と特定業界関

係者等との特定期間の面会記録の不開示決定（存否応答拒否）に関

する件」 

諮問庁：農林水産大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（12）事件名：令和３年（行情）諮問第１８４号「特定内閣官房参与の接見録等の

不開示決定（存否応答拒否）に関する件」 

諮問庁：内閣総理大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（13）事件名：令和３年（行情）諮問第２８５号「個人課税事務提要（事務手続

編）の一部開示決定に関する件」 

諮問庁：国税庁長官 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（14）事件名：令和３年（行個）諮問第９７号「本人が政策金融目安箱に送付した

メールに対する回答の経緯が分かる文書の開示決定に関する件（保

有個人情報の特定）」 

諮問庁：財務大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（15）事件名：令和２年（行情）諮問第６５９号「特定の文書の文書管理者が管理

する行政文書ファイルにつづられている文書のうち「保存期間を１

年未満とする行政文書ファイル等」につづられている文書の不開示

決定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 
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（16）事件名：令和２年（行情）諮問第６６０号「特定課室が管理する行政文書フ

ァイルにつづられている文書のうち「保存期間を１年未満とする行

政文書ファイル等」につづられている文書の不開示決定に関する

件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

（17）事件名：令和２年（行情）諮問第６６１号「特定課室が管理する行政文書フ

ァイルのうち「保存期間を１年未満とする行政文書ファイル等」に

つづられている文書の不開示決定に関する件」 

諮問庁：防衛大臣 

調査審議の内容：上記新規諮問事件につき審議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文責：総務省情報公開・個人情報保護審査会事務局 


